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令和２年第７回竹原市議会臨時会会議録

令和２年第７回竹原市議会臨時会日程

日 程 議案番号 件 名

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 議案第９０号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

日程第 ４ 議案第９１号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案

日程第 ５ 議案第９２号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案
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令和２年第７回竹原市議会臨時会議事日程 第１号

令和２年１１月２６日（木） 午前１０時開会

会議に付した事件

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 議案第９０号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

日程第 ４ 議案第９１号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案

日程第 ５ 議案第９２号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案

追加日程第１ 議案第９０号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

（総務文教委員会）

追加日程第２ 議案第９１号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例案（総務文教委員会）

追加日程第３ 議案第９２号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例案（総務文教委員会）
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令和２年１１月２６日開会

（令和２年１１月２６日）

職務のため議場に出席した者は，下記のとおりである

議会事務局長 住 田 昭 徳

議会事務局次長 矢 口 尚 士

議席順 氏 名 出 欠

１ 下 垣 内 和 春 出 席

２ 今 田 佳 男 出 席

３ 竹 橋 和 彦 出 席

４ 山 元 経 穂 出 席

５ 高 重 洋 介 出 席

６ 堀 越 賢 二 出 席

７ 川 本 円 出 席

８ 井 上 美 津 子 出 席

９ 大 川 弘 雄 出 席

１０ 道 法 知 江 出 席

１１ 宮 原 忠 行 出 席

１２ 吉 田 基 出 席

１３ 宇 野 武 則 出 席

１４ 松 本 進 出 席
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説明のため議場に出席した者は，下記のとおりである

職 名 氏 名 出 欠

市 長 今 榮 敏 彦 出 席

副 市 長 新 谷 昭 夫 出 席

教 育 長 高 田 英 弘 出 席

総 務 企 画 部 長 平 田 康 宏 出 席

地 域 振 興 部 長 桶 本 哲 也 出 席

市 民 生 活 部 長 宮 地 憲 二 出 席

福 祉 部 長 久 重 雅 昭 出 席

建 設 部 長 影 田 康 隆 出 席

教育委員会教育次長 中 川 隆 二 出 席

公 営 企 業 部 長 大 田 哲 也 出 席
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午前１０時００分 開会

議長（大川弘雄君） おはようございます。

ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので，これより令和

２年第７回竹原市議会臨時会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は，あらかじめお手元に配付したとおりであります。

議案の説明員として市長並びに市長から説明の委任または嘱託を受けた者の出席を地方

自治法第１２１条の規定により求めておりますので，御報告いたします。

以上で議長からの報告を終わります。

中国新聞山田記者から撮影並びに録音の許可申請が提出されております。竹原市議会傍

聴規則第９条により，議長により許可いたしておりますので，報告いたします。

日程に入るに先立ち，今榮市長から挨拶がありますので，これを許します。

市長。

市長（今榮敏彦君） 皆さんおはようございます。

本日，令和２年第７回竹原市議会臨時会を開会いただくに当たりまして，一言御挨拶を

申し上げます。

さて，新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大に対しましては，４月に国が緊急事態

宣言を発令し，感染拡大防止のために広島県を含めた全国で長期間にわたる外出・営業等

の自粛や学校の臨時休業などが行われたことにより，家計や売上げなどに極めて厳しい経

済的影響を及ぼしました。さらに，感染症の収束をいまだ見通せない状況が社会経済活動

の足かせとなっており，日本経済や地域経済に暗い影を落としております。

こうした中，人事院は昨年８月から本年７月までの民間事業所の期末手当の支給割合を

調査したところ，国家公務員の支給月数を下回ったことから，民間の支給割合との均衡を

図るため支給月数を０．０５月分引き下げ，年間４．４５月分に改定する勧告を１０月に

行いました。

人事院勧告制度は，労働基本権制約の代償措置として国家公務員に対し適正な給与を確

保する機能を有し，能率的な行政運営を維持する基盤となるものであるため，本市はこれ

まで勧告を尊重し，実施をしてきております。本臨時会におきましては，これまでと同様

に本勧告を尊重し，これを実施するため，議員，特別職，職員の期末手当の支給割合をそ

れぞれ０．０５月分引き下げる条例改正案を提案しております。
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これら議案の詳細につきましては，この後担当から御説明申し上げますが，議員各位に

おかれましては何とぞ慎重に御審議いただいた上，適切な御決定を賜りますようお願い申

し上げます。

議長（大川弘雄君） これより日程に入ります。

――――――――――――――――――――――

日程第１

議長（大川弘雄君） 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は，会議規則第８８条の規定により，議長において５番高重洋介議員，

１０番道法知江議員を指名いたします。

――――――――――――――――――――――

日程第２

議長（大川弘雄君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。

今期臨時会の会期は，本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） 御異議なしと認めます。よって，会期は本日１日間と決定いたしま

した。

――――――――――――――――――――――

日程第３～日程第５

議長（大川弘雄君） 日程第３，議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例案から日程第５，議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例案までの３件を一括議題といたします。

提案者の説明を求めます。

総務企画部長。

総務企画部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上

げます。

議案書の１ページ，議案説明書の１ページをお開きください。

議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申

し上げます。
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本案は，人事院の令和２年１０月７日付の給与改定に関する勧告等を考慮して，職員の

期末手当の支給割合について改定するものであります。本年度においては，期末手当の支

給率の引下げについて人事院から勧告されております。本市職員の給与改定について検討

をした結果，国及び近隣自治体の状況を鑑み，人事院の勧告に沿って期末手当の支給率を

引き下げるものであります。

次に，議案書の３ページ，議案説明書の２ページをお開きください。

議案第９１号竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案について御説明申し上げます。

本案は，さきに御説明いたしました本市一般職員の給与改定を実施することに合わせ，

市議会議員の期末手当の支給率について，現行年間支給割合４．５月分を４．４５月分に

改正するものであります。

次に，議案書の５ページ，議案説明書の３ページをお開きください。

議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。

本案は，さきに御説明いたしました本市一般職員の給与改定を実施することに合わせ，

市長，副市長及び教育長の期末手当の支給率について，現行年間支給割合４．５月分を

４．４５月分に改正するものであります。

説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

議長（大川弘雄君） 説明が終わりました。

これより一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって一括質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例案から議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案までの３件を総務文教常任委員会に付託いたします。

この後直ちに総務文教常任委員会を開催し，審査終了後本会議を再開いたします。

その間暫時休憩といたします。

午前１０時０９分 休憩

午前１０時４４分 再開
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議長（大川弘雄君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。

本会議の休憩中，総務文教常任委員会が開催され，付託案件の審査が終了したことか

ら，先ほど議長に委員会報告書が提出されております。

お諮りいたします。

付託案件でありました議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例案から議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案

の３件を日程に追加，議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） 御異議なしと認めます。よって，付託案件でありました議案第９０

号から議案第９２号までの３件を日程に追加，議題といたすことに決定いたしました。

――――――――――――――――――――――

追加日程第１～追加日程第３

議長（大川弘雄君） 追加日程第１，議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例案から追加日程第３，議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例案，本件は，総務文教常任委員会に付託となっていたものであ

ります。よって，委員長の報告を求めます。

２番今田佳男総務文教常任委員長。

総務文教常任委員会委員長（今田佳男君） それでは，委員長報告をさせていただきま

す。

総務文教委員会には，議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例案，議案第９１号竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例案，議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例案が付託されました。

審査の過程で影響額について質疑があり，今回の改正による影響額は，議案第９０号に

係る職員の期末手当に関しての影響額については対象人数２５３人，影響額４２９万５，

０００円，また会計年度任用職員については現在精査中であるが，対象人数が約２００人

で影響額は約１２０万円を見込んでいる。議案第９１号市議会議員の期末手当に係る影響

額については対象人数１４人，影響額２８万７，０００円，議案第９２号特別職の期末手

当に係る影響額については対象人数３人，影響額１０万５，０００円と説明がありまし

た。



- 9 -

審査の結果，議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案は賛

成多数，議案第９１号竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例案は全会一致，議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例案は全会一致で可決となりました。

以上で委員長報告を終わります。

議長（大川弘雄君） 報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑の発言を許します。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって質疑を終結いたします。

これより順次討論，採決いたします。

議案第９０号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案，本案に対する委

員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

通告がありますので，発言を許します。

１４番松本進議員。

１４番（松本 進君） 私は，議案第９０号市職員の期末手当を削減する条例案に反対し

ます。

公務員の仕事は，市民の生命や財産を守り，福祉，教育など市民サービスに重要な役割

を果たしています。コロナ禍での公務員の奮闘に応えず，生活改善や経済回復に必要な賃

上げに背を向けるものです。市職員の長時間過密労働の改善が遅々として進んでいませ

ん。今必要なことは給与削減ではなく，市職員等の増員等，市民サービスを拡充させる人

事管理が必要と考えます。

以上で私の反対討論を終わります。

議長（大川弘雄君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 確定いたしましたので，着席を願います。

採決の結果，起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第９１号竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案，本案に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 確定いたしましたので，着席を願います。

採決の結果，起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第９２号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案，本案

に対する委員長報告は原案可決であります。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（大川弘雄君） 確定いたしましたので，着席を願います。

採決の結果，起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。

議決されました各案件につきましては，その条項，字句，数字，その他の整理を要する

ものにつきましては，その整理を議長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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議長（大川弘雄君） 御異議なしと認めます。よって，条項，字句，数字，その他の整理

は議長に委任することに決定いたしました。

以上をもって今期臨時会に付議された案件は全て議了されました。これをもって令和２

年第７回竹原市議会臨時会を閉会いたします。

午前１０時５２分 閉会

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

令和 年 月 日

竹原市議会議長

竹原市議会議員

竹原市議会議員


